
  

別紙１ 
交通管理・管制等業務組織図 
 
（１）与謝基地 

 
A 
 

  日勤（業務責任者、隊長) 
 

 
   ＊週休２日 
 

 

 
A1 

 

 
  日勤（副業務責任者、日常保
守点検責任者、保守定期点検責
任者、副隊長) 
 

 
   ＊休日 
 

 
 １ 
 班 

B1 ２４時間勤務(班長) 交通管理、管制、（班業務責任者、管制業務責任者） 
C1 ２４時間勤務（副班長） 交通管理、管制、日常保守点検（管理業務責任者） 
D1 ２４時間勤務（副班長） 交通管理、管制、日常保守点検（維持業務、雪氷業務責

任者） 
 E1 ２４時間勤務 交通管理、管制、日常保守点検 
 F1 ２４時間勤務 交通管理、管制、日常保守点検 
 G1 ２４時間勤務 交通管理、管制、日常保守点検 
 H1 ２４時間勤務 交通管理、管制、日常保守点検 
 I1 ２４時間勤務 交通管理、管制、日常保守点検 
 J1 ２４時間勤務 交通管理、管制、日常保守点検 

 
 ２ 
 班 

B1〜J1 
 

        １班と同じ 
 

 
 ３ 
 班 

B1〜J1 
 

        １班と同じ 
 

 
  



別紙２ 
山陰近畿自動車道道路交通管理業務委託 仕様書 

 
第 16 条（車載品） 
１．公社で貸与する車載品 
 手旗、スパークマーカー、信号炎管、セイフティコーン、自発光式矢印板、消火器、AC ライ
ト油吸着材、自発光式デリネータ、ポストコーン取外し工具、牽引ロープ、クロスレンチ、輪留
め、工具セット、２ｔジャッキ、タイヤジャッキ、拡声器、鍵、ジャンプスタータ 
 
第 17 条（貸与施設、車両及び物品の内訳） 

 

１．施設 
 
 
（1）与謝基地  道路公社職員詰所を除く与謝管制センター棟（管制設備を含む）、車庫棟 
（2）与謝管理隊事務所 管理隊事務所、資機材庫、用具置場 
 
２．車両 

 
（1）使用路線：山陰近畿自動車道 

  パトロール車   ５台（京都 800 せ 82-32、京都 800 そ 29-71、京都 800 そ 29-72 
京都 800 せ 58-14、京都 800 そ 371） 

     
軽トラック    ２台（京都 800 あ 23-48、京都 800 あ 29-65） 
 
標識車      ４台（京都 88 せ 29-16、京都 88 せ 29-17、京都 800 さ 84-52 

京都 800 せ 50-17） 
 
クレーン付作業車 １台（京都 800 さ 84-56） 
 

 
 

3．ＩＰ無線機（付属品含む） 
（１）携帯型 30 台（２）車載型 10 台 

 



  

別表−１ 
 

トンネル等級Ａ又は、ＡＡの非常用施設 
 
「日本道路公団設計要領第三集 トンネルの２−３非常用施設の設置基準（昭和５４年６月 
８日制定）」によるトンネル等級及び非常用施設のうち以下に示すもの。 
 

                                           トンネル等級 
非常用施設 

Ａ 
 

ＡＡ 
 

通報警報設備 
 
 
 
 

非常電話  ○ ○ 
押し釦式通報装置  ○ ○ 
火災検知器  ○ ○ 
非常警報装置 
 

トンネル入り口情報板 ○ ○ 
トンネル内情報板 − ○ 

消火設備 
 

消火器  ○ ○ 
消火栓  ○ ○ 

避難誘導設備 
 
 
 
 
 

誘導表示板 
 
 
 

非常口表示灯 − ○ 
誘導表示板（Ａ） − ○ 
非常口案内表示板 − ○ 
誘導表示板（Ｂ） ○ ○ 

排煙設備  ○ ○ 
避難通路  − ○ 

その他の設備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

給水栓  ○ ○ 
無線通信補助設備 漏洩同軸ケーブル ○ ○ 
 坑口電話 ○ ○ 
ラジオ再放送設備  − ○ 
拡声放送設備  − ○ 
水噴霧設備  − ○ 
監視装置 
 

タイプＡ（２００ｍ間隔） − ○ 
タイプＢ（非常駐車帯） − − 

非常駐車帯  ○ ○ 
停電時照明設備  ○ ○ 
非常用電源設備 
 

自家発電設備 ○ ○ 
無停電電源設備 ○ ○ 

 
 
 
 



  

 別表−２ 
 
交換部品 

無停電電源装置 吸気フィルタ 

手動通報装置 手動通報装置押し釦カバー 

一酸化炭素検出装置（ＣＯ計） 
 
 

一次フィルタ、ダイヤフラム、ミニＹパッキン、チップ
フィルタ、触媒筒、ミストキャッチャ、シンクロナスモ
ータ 

ＩＴＶカメラ装置 ワイパーブレード 

換気設備 吸排気口のフィルタ 

ＶＩ計 防塵フィルタ 

空調機 中性能フィルタ 

 
※各機器及び各事務室等の管球 
 

   



別表－3

定期保守に従事する点検者

第二種電気工事士以上

消防設備士（乙種一・四・六類）以上

車両系建設機械（整地等）運転技能講習修了者及び小型車両系建設機械
（整地等３ｔ未満）運転特別教育修了者

玉掛け技能講習修了者

自家用発電設備専門技術者

小型移動式クレーン技能講習修了者

高所作業車運転技能講習修了者



  

                                                                     様式−１ 
 課 長      課 員  担 当 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

工事打合せ簿 

 
 発 議 者    
 発議事項  
 工事名及 
び工事番号 

 
 

 受 託 者  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
     

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 




